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1　空き家問題の視点
（1）空き家問題の顕在化
　全国で空き家問題が政策課題としてクロー
ズアップされてきました。
　空き家といっても、それが所有者等によっ
て、適切に管理されていれば、自治体政策の
観点では特に問題はありません。問題なのは、
空き家が管理不全となってしまった場合です。
それに伴って、防災、防犯、生活環境の悪化、
景観の悪化など、さまざまな問題が生じてき
ます。
　こうした課題に対して、私たちが以前行っ
た神奈川県内市町村へのアンケート調査結果
では、個人の資産に関わる問題なので、自治
体は、どのように関わったらよいのか、戸惑っ
ている様子でした。
　空き家問題は、今のところ、都市部ではさ
ほど顕在化していませんが、近い将来訪れる
人口減少の時代になって、どこの自治体にお
いても取り組むべき喫緊の課題になってきま
す。きちんとした対応策、さらには取り組み
の視点を確立しておく必要があります。
（2）空き家対策－まちづくりの観点から
　空き家問題は、空き家の所有者の観点から
見ると、①所有者がいない、②所有者がいて
も無資力である、③所有者が無関心であると
いったパターンがあり、それが結果として、
近隣や地域社会へ悪影響を与えている問題で
す。しかし、単に所有者のモラルだけを問う
ても解決できる問題ではなく、社会経済の根
深いところから発生する政策課題です。した
がって、自治体が対応できる施策もおのずと
限定されてきます。
　また、空き家問題は、もともとは所有者の
自己責任の問題であることから、空き家対策

も所有者の自己責任が基本になり、行政が安
易に介入することはせず、空き家に起因する
紛争も、当事者間の私的自治に委ねて解決す
るのが基本となります。
　ところが、市民間での自主的解決といって
も、言うほど容易ではないのが実際です。あ
るべき論ばかり言っていても、市民が幸せに
暮らせる社会は実現しません。要するに、従
来の行政法の枠にとどまっていても、市民が
幸せに暮らせる社会を実現できないので、私
的領域への関与とともに、従前の行政手法と
は異なる新たな政策手法を繰り出していく必
要があります。空き家問題も、まちづくりと
いう広い観点から考えていく必要があります。
　空き家問題は、空き地、耕作放棄地、ごみ
屋敷、廃棄物置き場等につながっている問題
であることを考えると、今のうちに、きちん
とした本格的な空き家対策を考えておく必要
があります。

2　空き家対策条例の意義と限界
（1）空き家対策条例
　空き家問題の解決策として、全国で空き家
対策条例が制定されています。これまでは、
景観や環境美化に関する条例の中で、空き家
等の適正管理に関する関連規定がありました
が、2010年の所沢市空き家対策条例を契機に、
空き家問題を正面からとらえた条例が制定さ
れはじめています。
　これらの条例は、ほぼ共通の内容になって
います。
①所有者等の適正な管理…空き家の所有者
は、当該空き家が管理不全な状態になら
ないように適正な管理を行わなければな
らない。
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②住民からの情報提供…市民等は、管理不
全な状態である空き家があると認めると
きは、速やかにその情報を提供する。

③実態調査…情報提供があったときや適正
に管理されていない空き家を把握したと
きに、対象となる空き家の状態、所有者
等の情報その他必要な事項を調査できる。

④助言・指導・勧告・命令…調査により、
空き家が管理不全な状態になるおそれが
あると認めるとき、または管理不全な状
態であると認めるときは、当該所有者に
対し、必要な措置について助言または指
導を行い、あるいは助言または指導を行っ
たにもかかわらず、なおこの空き家が管
理不全な状態であるときは、所有者に対
し、必要な措置を講ずるよう期限を定め
て勧告することができる。さらに、勧告に
応じないときは、所有者に必要な措置を
講ずるよう期限を定めて命ずることがで
きる。

⑤公表・罰則…空き家の所有者が正当な理
由がなく命令に従わないときに、その者
の住所・氏名・当該家屋の所在地・命令
の内容を公表する。

⑥代執行…命令を受けた所有者等がこれを
履行しない場合に、他の手段によっても
履行することが困難であり、それを放置
することが著しく公益に反すると認めら
れるときに、行政代執行法の規定により、
必要な措置を行う。

　空き家対策条例制定の効果としては、
①条例施行前は、「お願い」という形で文書
を所有者に送っていたため、何の根拠が
あって送ってきたのかと所有者に言われ
ることがあったが、条例の施行後は、そ
のようなことはなくなった。

②条例には、管理不全な空き家を放置する
と公表されてしまうこと、警察との連携
という内容が含まれているため、所有者
に行動を起こさせるきっかけとなってい
るという効果が大きい。

③市役所内の関係部署の協力や、通常は所
有者の同意がない状況での空き家内の立

ち入りは不可能であるが、警察とのスムー
ズな連携によって、所有者の安否確認等
が行えるようになった。

等の効果があるとされています。
（2）限界
　空き家対策条例も完全ではありません。む
しろ、この条例で解決するのは、全体のごく
一部に限られています。
①まず、行政の法的な強制力によってこの
問題を解決しようとするところに、一定の
限界があります。
　条例は、助言、指導、勧告、命令を行って、
解決しない場合、最終的には行政代執行に
よって解決を図るという仕組みです。行政
代執行で空き家を処分するのに要した費用
は、行政代執行法に基づき所有者に請求す
ることとなります。同法によると、代執行
に要した費用は、国税および地方税に次ぐ
順位の先取特権を有するものとされていま
すが、現実には、行政代執行に要した費用
回収は困難なケースが大半です。例えば、
所有者が特定できないと求償はできません
し、所有者が判明している場合でも、所有
者の資力が乏しい場合は、費用回収ができ
ません。この場合、結局、自治体が費用負
担することになってしまいます。ちなみに、
空き家適正管理条例に基づき、行政代執行
による空き家解体を実施した秋田県大仙市
の事例では、解体撤去費用は概算で178万
5,000円とされています。
　費用回収が困難であることが分かってい
るにもかかわらず行った行政代執行に対し
て、住民監査請求や住民訴訟が起こされる
可能性も十分にあります。それゆえ行政代
執行は、簡単には実施できないのです。
②空き家が発生してしまった後に除去する
という手法の限界です。
　行政代執行で見たように、空き家になっ
た後に対応しようとすると、多くの手間と
コストがかかります。後追いの強制的手法
は、もともと高コストの手法です。空き家
になる前の未然防止や利活用するという重
層的、総合的な対応が必要です。



18	 国際文化研修2013秋　vol. 81 	 国際文化研修2013秋　vol. 81 19

3　空き家対策の考え方－まちづく
りの視点から

（1）信託論から新しい公共論へ
　空き家問題は、従来の発想では解決するこ
とができません。新たな自治経営論、まちづ
くりから考える必要があります。
　従来の発想は、役所だけが公共を担ってい
るという考え方です。これを信託論と言いま
すが、公と私を峻別し、公のことは役所がやっ
て、民間は私的利益を追求していればいいと
いう発想です。そんな馬鹿なと思うかもしれ
ませんが、憲法第89条には、公の支配に属し
ないボランティア活動、つまり市民がやるボ
ランティア活動に税金を出してはならないと
書いてあるのです。
　むろん、この公私二分論は、歴史的意義が
ありますが、公共は役所が担うという考え方
が反転して、お役所依存主義、お任せ民主主
義が蔓延するようになりました。空き家問題
の解決も行政の責任で、行政の経費を使って
でも、空き家を取り壊してほしいという声も
出ています。
　これに対して、阪神淡路大震災以降、もう
ひとつの公共という考え方が生まれてきまし
た。新しい公共論です。阪神淡路大震災のと
き、政府が機能不全に陥っているなか、NPO

や地域組織は、救援、復旧活動に活躍しまし
た。政府も公共を担っていますが、NPOや企
業、市民といった民間も公共を担っていると
いう発想です。図で見ると、公共というのは
AだけではなくてCも公共で、公共の担い手は
政府だけではないという意味で、新しい公共
論といわれます。
　この立場に立って、空き家問題を考えると、
Ａの政府は、空き家問題を解決するためにも
ちろん一生懸命やりますが、Cの担い手であ
る地域組織、NPOも空き家問題の当事者とし
て大いにその力を発揮すべきということにな
ります。いわば、こうしたさまざまな公共主
体が、まちづくりの観点から、空き家問題を
考える必要があります。
（2）未然防止の重要性
　空き家になってしまった後では、その対応
は容易ではありません。そうなる前に、未然
防止の取り組みで、管理不全な空き家を発生
させないことが重要です。ちょうど、廃棄物
行政における３Ｒ（スリーアール）と同じで、
まず発生抑制、次いで再使用、再生利用です。
ア．空き家発生を未然に防ぐための情報入手
ルート
　空き家発生を未然防止するために、問題に
なりそうな建物を早期発見する情報入手ルー
トの確立が必要です。
・	自治会・町内会…会費の徴収、回覧の縦覧、
イベントや冠婚葬祭行事などで各戸とつな
がっているため、居住者不在の情報を容易
に取得できます。地域内で空き家問題が発
生すると、治安悪化や地価の下落などの影
響を受けるので、自治会・町内会側にも早
期発見のメリットがあり、協力が得やすい
ものと考えられます。

・	事業者（郵便局・新聞販売店・牛乳配達業者、
ガスや電気事業者など）…配達時や検針の
際に情報を把握することができます。こう
した事業者と協定を結ぶことで、空き家情
報を早期に把握することができます。
イ．総合窓口の設置
　空き家問題に関する総合窓口を設置して、
所有者や近隣住民からの相談、助言、利活用
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た空き家を地域活動拠点や学童保育所などに
有効活用するものです。
　また、所有者から寄付や無償譲渡の申し出
があった空き家を行政が撤去して、公園やご
みステーションなどの公共的なスペースとし
て有効活用している例もあります。
イ．空き家バンク
　空き家などの物件情報を収集、蓄積して、
所有者と利用希望者の取次ぎを行うもので、
全国で広く行われています。
ウ．シェアハウス
　空き家をシェアハウスとして有効活用を図
るものです。横須賀市では、神奈川県立保健
福祉大学の学生が、家賃補助を受けて、谷戸
上部の空き家にシェアハウスの形態で居住す
るとともに、居住地周辺の高齢者のために買
い物やごみ出しなどをサポートしているとい
う例もあります。

等の情報提供を行います。「どこに相談すれば
良いか分からない」、「相談してもたらい回し
にされる」といった相談者の不安や不満を解
消し、空き家の発生抑制や適正管理をサポー
トします。この担い手は、自治体だけでなく、
地域団体、NPO法人、民間事業者等も主体的
に関わります。
ウ．空き家の見守り
　空き家を見守るシステムです。自治体のほ
か、郵便局等の事業者も、配達や検針等で空
き家の近くに立ち寄った際に、その状況を把
握し、情報提供してもらうことで見守りを行
います。住民有志による「見守り隊」を募って、
防犯や防災と同時に空き家の経過観察を行う
ことも有効です。この活動を通して、住民が
地域に溶け込むきっかけとなり、地域コミュ
ニティを活性化することもできます。
　これらをコミュニティ事業として行うこと
も可能です。地域団体、NPO法人等が空き家
所有者と契約して、定期的に巡回し、空き家
の定期的な換気・清掃、敷地内の草刈り・庭
木の手入れ等を行うものです。
（3）利活用
ア．公共的な利用
　所有者から寄付や無償譲渡の申し出があっ

自治体等  
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協定締結 

『平成24年度　特定行政課題調査研究報告書』（公益財団法人神奈川県市町村振興協会市町村研修センター）

情報の入手ルート

横須賀市の制度
対象家屋 モデル地区内の階段上部の空き家で、

市および神奈川県立保健福祉大学が調
査し、適当であると認めたもの

対象者 （ア）リフォー
ム補助

学生に家屋を提供する
所有者
工事費用の３分の２か
つ上限100万円（国庫
補助50万円、市負担50
万円）

（イ）家賃補助 家屋居住者（学生）の
代表者
１万円×８箇月＝８万
円（全額市負担）
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エ．地域の公共施設として活用する空き家の
固定資産税の減免（または補塡）

　現状では、空き家を地域活動の場として活
用する場合は居住用とはみなされず、住宅用
地の特例が適用されません。他方、空き家と
して放置しておけば特例が適用されるので、
これでは、空き家の活用意欲が削がれてしま
います。
　そこで、空き家を地域団体やNPOが活動拠
点として活用する場合に、居住用の家屋と同
様に固定資産税の特例を適用する制度（ある
いは特例が適用される場合に軽減される固定
資産税額相当の経済的補塡を行う制度）を創
設するものです。
（4）誘導・支援的な除去
　既存の条例は、強制的手法による除去がほ
とんどですが、誘導・支援的手法による除去
も重要です。
ア．空き家処分費用助成金事業の創設
　地域の安全・安心の確保、住環境の向上と
いう観点から、処分費用の一部を助成して管
理不全な空き家の撤去を促すものです。
　ただし、空き家対策は本来、所有者自身の
責任で行うものなので、安易な助成は、モラ
ルハザードを引き起こす可能性があります。
公金を投入するに値する公共的な意義を明確
にするとともに、審議会等の判断を仰ぎなが
ら、慎重に行うべきでしょう。
イ．固定資産税の減免
　公共利用させるために所有者自らが取り壊
した場合は、固定資産税を減免するという制
度も考えてみる価値があります。

4　空き家対策条例の制定に向けて
（1）協働の理念
　新しい公共論に立って条例検討を行う場合、
基本理念となるのは協働です。
　本来、協働とは、税金による公共サービス
の提供だけでなく、市民の経験や知恵・知識、
行動力によって公共サービスを担っていくと
いうことを意味します。その両輪を回しなが
ら、自治（まち）をつくっていくという理念
です。

（2）空き家対策の主体
　協働論では、市民も、もうひとつの公共の
担い手です。ここでいう市民とは、広い概念で、
個々の自然人市民のほか、法人、さらには自
治会や町内会等の地域コミュニティ、NPOや
ボランティア団体などのテーマコミュニティ
等の市民セクターも含まれます。これらも空
き家対策の主体となるような条例づくりが求
められます。
（3）未然防止、利活用、除去
　大半の条例は、「空き家の適正管理」という
名称で、内容も強制的な除去が中心です。
　伝統的な考え方によれば、条例も法である
以上、強要性が基本であるとされてきました。
この立場では、空き家対策条例の内容は強制
的な除去に向けての施策が中心になります。
　しかし、法律はともかく、地域の法である
条例は、法律とは違う意義を持っています。
国の場合は、主権とは切り離せません。主権
は絶対権ですから、そこに強制力が出てきま
す。ところが地方自治は、そこに住む人たち
の幸せを実現する仕組みです。幸せの実現に
は、強制力も必要ですが、相互の助けあいが
基本です。つまり、条例は強要性にこだわる
必要はなく、住民が幸せになるのなら、誘導、
支援的事項も条例事項となり、条例に積極的
に記述すべきと考えます。
　空き家問題は、強制的な除去だけでは解決
できないので、誘導的な除去手法や未然防止、
利活用についても条例でしっかりと規定して
いくべきだと思います。
（4）モラルハザードを防ぐ
　①家屋所有者による適正管理義務の明文化
　空き家の所有者は、これを自己の責任で
適切に管理する責務を負っています。空き
家対策条例には、このことをきちんと明文
化して、前提とすべきです。
　②補助金の交付
　条例には、助成をすることができること
を規定しているものもあります。
　地方自治法第232条の２では、「普通地方
公共団体は、その公益上必要がある場合に
おいては、寄附又は補助をすることができ

特集 JIAM研修紹介
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分の理解が乏しいためです。条例づくりとは、
条文をつくるのではなく、条例が動く仕組み
をつくって、それを条文という形式に置き換
えたものを言います。体験的には、条例づく
りとは、「調査、調整、仕組みづくり、３、4
がなくて条文づくり」です。
　この執行部と協議する仕組みは、今日では、
ほとんど確立していませんが、意識して、知
恵を出してほしいと思います。

おわりに
　私は、平成24年度に公益財団法人神奈川県
市町村振興協会市町村研修センターで、この
空き家問題の研究会を県下市町村の職員と行
いました。
　神奈川県においては、現在のところ、空き
家問題はさほど問題にはなっていませんが、
早晩、大きな政策課題になると思い考えてみ
ることにしました。研究を行って、特に感じ
たのは、空き家になって問題が発生した後は、
ほとんど手の打ちようがないという現実です。
その意味でも、空き家問題にならないための
未然防止策が重要です。研究成果は、『平成24
年度　特定行政課題調査研究報告書』として
まとまっていますので、参考にしていただけ
ればと思います。

松下 啓一（まつした・けいいち）

相模女子大学教授（前大阪国際大学教授）。パート
ナーシップ市民フォーラムさがみはら顧問。現代
自治体論（まちづくり、NPO・協働論、政策法務）。
26年間の横浜市職員時代には、総務・環境・都市
計画・経済・水道などの各部局で調査・企画を担当。
ことに市民と協働で行ったリサイクル条例策定の
経験が、公共主体としてのNPOへの関心につなが
る。著書に『政策条例のつくりかた』（第一法規）、『市
民協働の考え方・つくり方』（萌書房）、『自治基本
条例のつくり方』（ぎょうせい）など。近著に『協
働が変える役所の仕事、自治の未来』（萌書房）

著 者 略 歴

る」と規定されていて、補助金の支出は、
長に一定の裁量権があります。他方、安易
な補助金の交付は禁止されていて、判例は、
「当該補助金の目的、趣旨、効用及び経緯、
補助の対象となる事業の目的、性質及び状
況、当該地方公共団体の財政の規模及び状
況、議会の対応、地方財政に係る諸規範等
の諸般の事情を総合的に考慮した上で検討
することが必要」としています。
　東京都足立区では、老朽家屋審議会に補
助金支出の要件を満たすかどうかを判断す
る機能を持たせていますが、補助金の支出
は慎重であるべきでしょう。

（5）市民参加の条例づくり
　空き家対策は、行政だけが行うのではなく、
市民も当事者と考えると、この条例づくりに
は市民の主体的参加が不可欠です。当然、空
き家対策条例のつくり方も変わってきます。
条例は、行政だけでつくるのではなく、自治
会や町内会等の地域コミュニティ、NPOやボ
ランティア団体なども参加して条例をつくる
手法を模索すべきでしょう。
　検討過程では、地域に出かけ、広く市民の
意見を聞くことで、市民が知恵を出す機会を
つくってほしいと思います。市民も当事者に
なっていくと、この問題の難しさがよく理解
でき、自分たちですべきことも明確になって
きます。
（6）議員提案による空き家対策条例
　空き家対策条例が、議員提案によってつく
られるケースも目立っています。地域におけ
る市民の声を政策に反映するという意味では、
よい傾向だと思います。
　同時に、議員提案ならではの課題もありま
す。最大の問題は、議員提案の条例は、多く
の場合、実効手段の裏付けの乏しい条例になっ
てしまっている点です。
　調査を見ると、議員提案の政策条例では、
制定プロセスにおいて、条例を実施する執行
部との調整・協議がほとんど行われていませ
ん。条例文をつくり、「あとはお任せ」条例が
散見されます。
　これは条例づくりとは何かという基本の部


